
 

（保 264） 

令和２年１１月２０日 

 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

 

 

日本医師会常任理事 

松 本 吉 郎 

（公印省略） 

 

 

 

厚生労働省「疑義解釈資料の送付について（その 43）」の送付について 

 

 

 

令和２年度診療報酬改定に関する情報等につきましては、令和２年３月５日付け日医発第

1181 号（保 265）「令和２年度診療報酬改定に係る省令、告示、通知のご案内について」等に

より、逐次ご連絡申し上げているところであります。 

今般、厚生労働省保険局医療課より、令和２年度診療報酬改定に関するＱ＆Ａ「疑義解

釈資料の送付について（その 43）」が発出されましたので、取り急ぎご連絡申し上げます。 

以上、本件について貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

【添付資料】 

疑義解釈資料の送付について（その 43） 

（令 2.11.17 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

 



                  事  務  連  絡 

令和２年 11 月 17 日 

 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 43） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和２年厚生労働省告示第 57 号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」（令和２年３月５日保医発 0305 第１号）等により、令和２年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  



（別添） 
医科診療報酬点数表関係 

 
【インフルエンザウイルス抗原定性】 

問１ 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のＡ型インフルエンザウイルス抗

原及びＢ型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和２

年 11 月 10 日付けで薬事承認された「ルミパルス Ｆｌｕ－Ａ＆Ｂ」（富

士レビオ株式会社）はいつから保険適用となるのか。 

（答）令和２年 11 月 17 日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する

場合は、区分番号「Ｄ０１２」感染症免疫学的検査の「22」インフルエ

ンザウイルス抗原定性を算定すること。 

 

 


